
   

12 月 いじめ防止月間がはじまります 

校  長  宮﨑 里子  

 

 紅葉が美しい季節となりました。本校の校章にデザインされているイチョウの葉も日一日と鮮やか

な黄金色となり、秋の深まりを感じるこの頃です。 

 さて、「いじめ防止対策推進法」が平成 25 年に法律として制定されてから９年が経とうとしていま

す。その間、メディア等でもこの法律が意味する「いじめ」については繰り返し説明がなされてきまし

た。もちろん、学校も子どもたちが安心して生活ができるよう、「いじめ」について真剣に子どもたちと

考え、保護者の皆様にもご理解を得てきたと思っております。 

 ご存じの通り、この法が定める「いじめ」は次の定義となっています。 

 

「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在

籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行

為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」 

  

この定義から考える時、分かりやすくするために「加害」と「被害」という言葉で二者を表すと、

「被害」とされる側の「心身の苦痛」が生じた場合が「いじめ」となります。そして、私は双方の「コミ

ュニケーション不足」が「心身の苦痛」をもたらすことも多々あるのではないかと思っています。 

 例えば、極端な話をすると、A さんが黙々と重い荷物を運んでいた場面で、B さんや C さんが「大

変そうだから手伝ってあげよう！」と何も聞かず仲間を呼んできて、あっという間にそれを肩代わりして

運んだとします。 

 Ａさんは、「頼まれた仕事は自分で責任をもってやり遂げたい。」「今ちょうどウエイトトレーニングを

しているので、この荷物運びは自分にとって好都合だ。」と思って取り組んでいたところを、友達が  

わ～っとやってきて自分のやりたかった仕事を取り上げてしまった。 

 ここでＡさんの苦痛が生じたとすれば、この善意あふれるＢさんはじめ友達たちが「加害」ということ

になります。大変そうにみえる A さんに「どうしたの？手伝おうか？」と声をかければ、A さんも自分の

思いを伝えることができます。それを聞いて B さんはいろいろな提案をすることもできるでしょう。 

「いじめ」という言葉に私たち大人は悪意を感じますが、必ずしもそうではないことにも気が付かさ

れます。制定当初この事象を「いじめ」ではなく何か他の言葉で表現する方がしっくりくるのだけれ

ど、と当時児童支援専任教諭だった私は仲間とよくそんな話をしていたものでした。 

 相手がどのように感じたのか、自分はどのような気持ちだったのか。子どもたちは失敗しながら関わ

りあいを学んで成長していきます。12 月のいじめ防止月間では今一度、自分たちのコミュニケーシ

ョンの在り方も考えていきたいと思っています。 

 「いじめ」の事案はいつでも誰にでも起こりうることです。これからも子どもの安全を守るため保護

者・地域の皆様のお力をお借りしながら迅速に真摯に「いじめ」の解決を目指すことを誓います。 

ｇ 学校だより 
西寺尾第二小学校 

１２月 

令和４年１１月３０日 



６年生 
【こころの劇場】 

 劇団四季のミュージカル『人間になりたがった猫』を鑑賞しました。 

ミュージカル鑑賞は初めてだった子どもたちが多かったようで、「歌 

や踊りがあって楽しい」「広い劇場で台詞や歌で大きな声を出せる 

のがすごい」「背景や建物の道具、場面の切り替えがすごかった」 

「実際に劇場で観てみたい」などの感想が出てきました。 

「こころの劇場」は、日本全国の子どもたちに演劇の感動を届けるプロジェクトです。子どもたちの心に、

「生命の大切さ」、「人を思いやる心」、「信じあう喜び」など、生きていく上で大事なことを、舞台を通じて語

り掛けたい―、という趣旨で公演されています。今年は、新型コロナウイルスの影響によって中止されていた

公演が、動画配信として実施されました。みんなミュージカルを楽しんで鑑賞していました。 

 

１２ 月 の 目 標 
生活 … 身の回りの整理整頓をしよう。 

保健 … かぜの予防をしよう。 

清掃 … 学校全体をきれいにしよう。 
給食 … 楽しく食べる工夫をしよう。 

 

各学年の１１月の様子  

 各学年から、授業の様子や活動の様子など、学校で取り組んでいる様子を発信していきます。 

お家でもお子さんとの話題にしていただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年生 
【１年生と交流】 

1年生を招待し、生活科の学習で作っていたおもちゃで 
実際に遊んでもらいました。「１年生に楽しんでもらいたい！」 
という思いから、自分たちでたくさん準備をしました。 
一生懸命作ったおもちゃを喜んでもらえて、達成感を感じていました。 
１年生に優しく声をかけたり、ていねいに遊び方の説明をしたり、 

２年生として立派な姿がたくさん見られました。 
 

１年生 
【神の木保育園との交流】 

１１月２４日に神の木保育園の園児のみなさんと交流会を行いました。 

保育園の子たちは、小学校に希望をもちながら、 

学校について知りたいことをたくさん質問しました。 

その姿を真剣に受け取り、１年生は「学校は楽しいところだ」と元気に伝えていました。 

幼い子たちと関わることで、少しお兄さんやお姉さんになった姿を見ることができました。 

 

 

 

 

３年生 
【神奈川区音楽会】 
  １０日（木）に、３年生全員で神奈川区音楽会に参加しました。 

他の学校と合同の音楽会だったので、子どもたちもとても緊張 

した様子でしたが、日々の練習の成果を発揮し、美しい歌声の響 

く「いのちの名前」とボディーパーカッションが光る「怪獣のバラ 

ード」の発表をしました。歌い終わった子どもたちは、充実感の 

あるとても良い表情をしていました。全員で力を合わせたとても 

素敵な音楽会になりました。 

５年生 
【ゴールを目指せ！バスケとサッカー】 

５年生は体育の授業でサッカーとバスケットボールに取り組んでいます。 

全力で準備運動や試合に取り組む姿が印象的です。 

試合ごとに作戦タイムを設けて、どうしたらチームで団結して 

活動できるのか話し合っています。 

また、審判の子どもたちも試合のはじめと終わりに礼をしたり、 

ルールを確認したりするなど、運営の練習も積極的に行っています。 

  

 

個別支援級【「いつでも どこでも だれとでも」楽しめるスポーツ】  

運動が大好きな学級の子どもたち。いろんなスポーツを知ろうと、横浜市スポーツ 

協会の「神奈川区さわやかスポーツ」さんからボッチャをはじめ、いろいろなスポーツの 

用具をお借りして楽しんでいます。今月は布製のフライングディスクを使った「ストラッ 

クアウト」に挑戦。まずは、ドッチビーの投げ方を練習しました。ボール投げとは違い、 

投げる方向に対して横向きに構え、手首のスナップを利かせて目標に向かって投げ 

ます。少し練習したら早速ゲーム開始。パネルにディスクが当たると落ちるので、当た 

ると大喜びでした。「ディスクをうまく投げられない子は、どうする？」「ボールがいいん 

じゃない？」と、玉入れの玉でやる子もいました。「だれとでも」楽しめるゲームをみん 

なで考え、楽しんでいます。 

  

４年生 
【ありがとうスマイル】 

道徳の時間に、友達のよさを認め、助け合うことの大切 

さについて学びました。その学習からつなげ、友達に「～して 

くれてありがとう。」の気持ちを伝える「ありがとうスマイル」 

の取り組みを行いました。花の形のカードにありがとうのメッ 

セージを書き、渡し合いました。あげた人ももらった人も笑顔に 

なり、これからも助け合いながら過ごしていきたいという思いをもちました。 

☆西寺尾第二小学校ホームページへのアクセスはこちら 

https://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/nishiterao2/ 

      

 

 

https://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/nishiterao2/


日 曜 行　　　　事 1年 2年 3年 4年 5年 6年

1 木 朝読書　おひさま会議
⑤

14:25

2 金
3 土 神奈川区小学校音楽フェスティバル

4 日
5 月 朝会　

6 火 委員会活動

7 水 Ｂタイム　４年生訪問授業　職員全市一斉研究会

8 木 個人面談(二者)①　おはなしのまち５年　朝読書

9 金 個人面談②

10 土
11 日
12 月 個人面談③

13 火 個人面談④

14 水 集会

15 木 朝読書　おはなしのまち６年　個人面談⑤

16 金 おひさまコンサートリハーサル

17 土 Bタイム　おひさまコンサート　給食あり

18 日
19 月 朝会（音楽）

20 火 クラブ活動

21 水 大掃除・代表委員会

22 木 Bタイム　第2学期終業式　給食終了

23 金 おひさまコンサート代休

24 土 冬季休業（９日まで）

25 日
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土

12月行事予定 ○授業時数　下校時刻

⑤14:25 ⑥15:10

⑥15:10

④13:25

⑤14:25 ⑥15:10

④１３：１０

⑤14:25 ⑥15:10

⑤14:10 ⑥15:10

⑤14:25

④１３：１０

⑤14:25 ⑥15:10

⑤14:10 ⑥15:10

④13:25

④13:25

④13:25

⑤14:25

④１３：１０

④13:25

スクールカウンセラー来校日

(栄藤典子ｶｳﾝｾﾗｰ)

面談を希望される方は、各担任、もしく

は児童支援専任・副校長までお知らせく

ださい。

１２月１３日（火）

１月の主な予定 ※追加・変更の場合もあります。

来月号でもご確認ください。

１０日（火） 第３学期始業式 給食開始

１１日（水） 身体計測（３・４年）

１２日（木） 芸術家の派遣授業

１３日（金） 校内書初め展 身体計測（２年・個別級）

１６日（月） 身体計測（１年）

１７日（火） 委員会活動 Cタイム身体計測（５・６年）

１９日（木） バレエ鑑賞会（４年）

２４日（火） クラブ活動 Cタイム

２６日（木） 選挙フォーラム（６年）

お知らせ

〇個人面談を、１２月８日（木）、９日（金）、

１２日（月）、１３日（火）、１５日（木）の５

日間で行います。今回の面談は、保護者と担任の

二者で行います。マスク着用の上、昇降口での消

毒や手洗いなどの感染症対策をお願いいたします。

面談では、あゆみをもとに、お子さんの２学期の

学習や生活の様子についてお話しさせていただき

ます。来校される際には、名札、上履き、靴を入

れる袋をご持参ください。また、自転車・バイ

ク・自動車での来校はできません。ご了承くださ

い。

〇今年度はおひさまコンサートを３年ぶりに実施

します。詳細は後日配付されるお知らせをご覧く

ださい。

〇学校評価アンケートへご協力いただき、ありが

とうございました。児童用アンケートと合わせま

して、今後さらに子どもたちの成長を支援してい

く学校づくりに励みたいと考えております。

〇冬休みは１２月２３日（金）～１月９日（月）

までです。３学期の始業式は１０日（火）です。

冬休み期間中も、早寝早起き、手洗いなど健康に

気をつけてお過ごしください。

〇マスクの予備をランドセルに入れていただいて

いると思います。まだ入っているか、定期的にご

確認ください。


